
 

   「人格尊重義務違反」に該当する本件の行政指導内容について（案） 

 

１ 北海道における介護保険法の規定に関する行政処分の基準 

  十勝総合振興局を通じ北海道保健福祉部福祉局施設運営指導課（以下、施設運営指導課）へ照会 

を行った結果、介護保険法の規定に関する行政処分の基準については、個別の情状等に対して具体 

的な基準を画一的に定めることが困難なため、基準の設定を行っていないことを確認した。 

 

２ 処分基準例による本件の評価 

 全国介護保険指導監督担当者会議資料として国が示した「行政処分等の実施及び程度の決定

に当たっての基本的考え方（H30.3 月 厚生労働省 老健局発出）」を参考に、国の研究事業

として実施された「介護保険法に基づく介護サービス事業者に対する行政処分等の実態及び処

分基準例の案に関する調査研究事業報告書（H29.3 月 ㈱日本総合研究所発出）」に基づき、

６月１日実施の監査時点の状況にて評価を行ったところ、本件の評価は３点であった。令和元

年に発生した身体的虐待の事例と同点数である。※調査研究事業報告書によると、取消の場合

は平均点がほぼ８点、効力の一部停止の場合は６点台、全部停止の場合は５点台である。 

 

３ 北海道内で発生した「人格尊重義務違反」に該当した事例の行政処分内容について 

  施設運営指導課へ北海道内の介護サービス事業所において、「人格尊重義務違反」に該当した事 

例の行政処分内容について聴取をしたところ、過去５年間で指定の取消し等、行政処分に該当した 

例はなく、全て改善勧告または改善指導の対応であった。 

 

４ 本件の行政指導内容決定について（案） 

  北海道内の介護サービス事業所において、「人格尊重義務違反」に該当した事例では改善勧告ま

たは改善指導とされていること及び、本市で発生した人格尊重義務違反の事例から、本件におけ

る処分内容としては、改善勧告による行政指導を行うこととし、虐待が発生した原因の究明と検

討を含めた改善状況を確認していくこととしたい。 

 

介護保険法  

第七十八条の十 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型 

サービス事業者に係る第四十二条の二第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の 

全部若しくは一部の効力を停止することができる。 

 六 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の四第八項に規定する義務に違反したと認めら 

れるとき。 

第七十八条の四  

８ 指定地域密着型サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律

に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 

報告事項２ 



⇒
⇒

報
告

命令に従わなかった
場合、聴聞・弁明機
関を付与し以下へ

終結の判断
【指定の効力の全部
または一部停止】

※権限行使は必ずしも上
記の順に行うものではあ
りませんが、ここでは権
限の強さを示す意味で上
記のように記載していま
す。

＜以下、資料より抜粋＞
・平成23年度老人保健健康増進等事業「都道府県・市町村のための養介護
施設従事者等による高齢者虐待対応の手引きの策定に関する研究事業」報告
書
・市町村・都道府県のための養介護施設従事者等による高齢者虐待対応の手
引き（社団法人日本社会福祉会編集・中央法規出版株式会社発行）

一連の権限行使を
行っても更正され
ず、指定継続が看過
できない場合

【指定の取消】

改善勧告に至らないが改善を要
すると認められた事項

介護保険法に
よる権限行使

改善計画書の提出要請
文書により調査結果を通知。改善計画の提出を

求める

【改善勧告】
文書により基準を遵守すべ
きことを勧告し、期限内に
文書により報告を求める。

【改善命令】
期限を求めて、必
要な措置をとるべ
きことを命令

正当な理由なく勧告
に係る措置をとらな
かった場合

【事業の制限
又は停止】

改善・是正状況の確認
（モニタリング・評価）

【改善命令】
期限を求めて、勧告に係る
措置をとるべきことを命
令。期限内に文書による報

告を求める。

応対が得られた場合
監査切り替え

監査（立入検査等）
都道府県による

措置
施設・事業所への

事実確認
老人福祉法第18条

施設・事業所への
監査（立入検査等）

（介護保険法第78条の7）

（省略）

報告
都道府県

都道府県への報告

改善勧告が必要な場合

老人福祉法に
よる権限行使虐待の有無の判断、緊急性の判断

（高齢者の安全を確保するための措置）

施設・事業所への
調査協力依頼

状況を都道府県へ報告

都道府県
合同調査

（必要に応じ）

●市町村が指定権限を有する介護保険サービス事業所の場合の対応フローチャート
※事実確認に入るまでは他の介護保険事業所と同
様。事実確認実施後の権限行使は、市町村では介護
保険法に基づき、都道府県は老人福祉法に基づいて
実施する。

市町村
虐待等にかかる対応

権限行使による対応

関連情報の確認
事実確認の準備等

協力依頼による調査
（高齢者虐待防止法）

実施指導
（介護保険法23条）

監査（立入調査）
（介護保険法第78条の7）

連絡

通

報

等

①6/1（水）9：00
被害者家族から事業所で職員に

よる虐待があったと一報を受ける。

（介護高齢福祉課受理）

③6/1（水）11：00～
十勝総合振興局社会福祉課に情報提

供。対応等助言求める。

②6/1（水）10：00～
地域福祉課・介護高齢福祉課対策会議

関連情報の確認・事実確認の準備を行う。

⇒当日での監査を実施することを決定。

利用者の生命や身

体の安全に危害を

及ぼすおそれあり

④6/1（水）14：30～18：
30
地域福祉課・介護高齢福祉課

合同で監査の実施

現在

⑦ 8/29（月）
第２回地域密着型

サービス運営委員会

報告

⑤6/2～
虐待判定会議

養介護施設従事

者による身体的虐

⑥7月中旬

密着委員会 前会

長に虐待事案発生

の報告。密着委員

会への報告時期に

ついて相談。
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平成 28年度厚生労働省老人保健健康増進等事業 

介護保険法に基づく介護サービス事業者に対する 

行政処分等の実態及び処分基準例の案 

に関する調査研究事業 報告書 

平成２９年３月 

株式会社 日本総合研究所 

参考資料
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第 2節  先行する処分基準や考え方 

1. 「行政処分等の実施及び程度の決定に当たっての基本的考え方」

国からは、全国介護保険指導監督担当者会議（平成 20年 5月 21日）資料として、以下の考え方を

提示している。 

15



2. 自治体における処分基準等

介護サービス事業者に対する行政処分を実施するにあたっての処分基準等として、自ら作成した基

準を使用している自治体が２割、他の自治体から提供を受けた基準等を使っている自治体が約３割、

基準はないという自治体が約３割であった。 

「非常に重視する・判断に強く影響する」という回答が最も多かったのは「利用者の権利侵害」で

あり、８割近かった（p10図表11、p13 図表15参照）。 

16



第 3節  処分基準例(案)の枠組みについて 

1. 処分基準例（案）の形式について

すでに処分基準がある自治体では「処分決定の際の着眼点や配慮すべき点などが理念的に示されて

いるもの」が半数近く、次いで「主に点数の計算によって目安となる具体的な処分の度合いがわかる

もの」が3割を超えた。 

本調査研究事業で処分基準例（案）を検討するにあたり、既存の自治体が多く利用していてなじみ

があるという点と、自治体ごとに点数配分の重みづけを変えるなどのカスタマイズが容易な点を踏ま

えて、点数方式での処分基準例（案）を検討することとした。点数方式にすることによって、例えば

故意性が認められた場合と認められなかった場合の点数の違いを１点と０点にするのか、あるいは３

点と０点にするのか、といったカスタマイズを各自治体で容易にできるように配慮した。 

図表26  処分基準がある場合の形式（無回答は除く） 

図表27  点数形式のイメージ 

○点 ○点 ○点

① 

公益侵害 

違法行為 架空請求 水増請求 減算忘れ 

被害金額 
事業所収入総額の 

○割以上

事業所収入総額の 

○～○割

事業所収入総額の 

○割未満

②故意性の有無 計画的 不正と気づいていた 知識不足 

③反復継続性の有無 ○年以上にわたり繰り返す
○ヵ月以上○年未満

または繰り返しあり 

○ヵ月未満かつ

繰り返しなし 

④組織関与

経営者の関与 管理者の関与 一部職員が関与 

隠蔽・改ざん・忌避 
非協力的だが、 

隠蔽・改ざんなし 

協力的かつ 

隠蔽・改ざんなし 

合計点数 

～○点 勧告まで至らない改善報告書の提出 

○～○点 勧告 

○～○点 効力停止（一部・全部・○ヵ月全部） 

○点～ 取消 

主に点数の計算によって

目安となる具体的な

処分の度合いがわかるもの

31.7%

主にフローチャートによって、

目安となる具体的な

処分の度合いがわかるもの

9.8%

点数・フローチャート以外の方法で、

目安となる具体的な

処分の度合いがわかるもの

4.9%

処分決定の際の着眼点や

配慮すべき点などが

理念的に示されているもの

46.3%

その他

7.3%

(無回答を除く、n=41)
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図表28  フローチャート形式のイメージ 

2. 処分基準例（案）の位置づけについて

本調査研究事業で目指す処分基準例（案）については、違反等の内容に関する事実に基づき、基準

を当てはめることによって、一次案としての処分内容（基本量定）の目安を示すものを目指した。 

自治体実態調査を通じて、現状で自治体独自の処分基準を活用して処分を実施する自治体において

も、基本量定結果をそのまま適用するのではなく、代替サービスの有無などの利用者保護の視点や、

事業者からの改善策の提示などによって処分を軽減したり、逆に悪質性の高い事業者に対して処分を

厳重にするなどの配慮をしている。本調査研究事業で目指す処分基準例（案）も、この考え方に基づ

き、あくまでも一次案の目安とすることを想定して検討を進めた。 

図表29  処分基準例の位置づけ（イメージ） 

※１ 被害者の死亡
などの重大な結果等

基準にもとづく
基本量定

○点～○点 ○点以上○点～○点○点以下

勧告または指導 一部効力停止
（６月）

全部効力停止
（６月）

指定取消

① 基本量定よりも厳重と
判断する要素 ※１

②基本量定よりも軽減と
判断する要素 ※２

※２ 自首ケース等

③ その他の考慮すべき
要素 ※３

勧告または指導 全部効力停止
（３月、６月、1年）

最終決定

一部効力停止
（３月、６月、1年）

指定取消

勧告または指導 全部効力停止
（３月、６月、1年）

一部効力停止
（３月、６月、1年）

指定取消

※３ 利用者保護等

勧告または指導 全部効力停止
（３月、６月、1年）

一部効力停止
（３月、６月、1年）

指定取消

違反等 

の内容 

処分基準例 

（案） 

処分内容 

(一次) 

勘案すべき 

要素 

処分内容 

（二次） 

点数やフローチャート 総合的な判断など 
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(2-2) 人格尊重義務違反 

① 処分基準例（試行）

【人格尊重義務違反】 
Ⅰ 利用者被害・公益侵害の程度 基準値 点数 備考 

(1) 
身体・ 

心理的被害 

利用者の生命または身体の安全に 

重大な危害を及ぼすおそれがある 

3 点 身体的打撃がなくても、

利用者の心身に重大な

危害を及ぼしたり、人格

を大きく傷つけたりする場

合には、「重大である」と

考えることもできる。 

利用者の生命または身体の安全に 

危害を及ぼすものの重大とはいえない 

1 点 

利用者の生命または身体の安全に 

危害を及ぼさない 

0 点 

(2) 経済的被害 利用者の財産に重大な危害を及ぼすおそれがある 3 点 

利用者の財産に危害を及ぼすものの重大とはいえない 1 点 

利用者の財産を侵害しない 0 点 

Ⅱ 故意性 基準値 点数 備考 

(1) 故意性 故意又は重大な過失に基づく行為 1 点 

軽過失に基づく行為 -1 点 

いずれでもない、判定不能 0 点 

Ⅲ 反復継続性 基準値 点数 備考 

(1) 継続性 不正行為の継続が長い 3 ヵ月以上 2 点 

不正行為の継続が短い 3 ヵ月未満 0 点 

反復性 複数回行われている 2 点 

明らかに単発である -1 点 

Ⅳ 組織体質 基準値 点数 備考 

組織関与 役員等が実行又は関与（指示）していた 3 点 「役員等」にどこまでを

含むのかは議論の余

地がある 

役員等が不正行為を認識しながら黙認していた 1 点 

役員等が実行又は関与していない 0 点 

Ⅴ 改善可能性 基準値 点数 備考 

(1) 対処姿勢 監査時に、虚偽報告、虚偽答弁の事実が認められた 3 点 

監査時以外の対応に

ついて指標に含める

かどうかについては議

論の余地がある 

監査時以外に、虚偽報告や答弁、検査の忌避や 

隠蔽などがあった 
1 点 

速やかな報告・改善措置はなかったものの、 

虚偽報告・答弁や忌避・隠蔽はない 
0 点 

事業所として不正行為の事実を知り得た時点で 

速やかに報告又は改善措置を取った 
-1 点 

(2) 過去履歴 
過去 5 年間に、同一の不正行為について、 

命令又は指定の効力停止処分を受けている 
2 点 

5 年に限定せずに、過

去すべての履歴を見

るという方法も考えられ

る。複数該当するか、

より重いものとするの

かについても議論の

余地がある。 

過去 5 年間に、不正行為を主導した者が 

他の事業所で不正行為を主導したことがあり、 

その事業所が当該不正行為により 

行政処分等を受けている 

1 点 

過去 5 年間に、同一の不正行為について 

行政指導（勧告含む）を受けている 
1 点 

過去 5 年間に、別の不正行為について、 

命令又は指定の効力停止処分を受けている 
2 点 
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② 処分基準例（試行）への事例の当てはめた場合の点数分布

不正請求の場合と同様の方法で基準への事例の当てはめを行った。不正請求に比べて件数が少なく、

平成25～27年度の３ヵ年分で 27件である。なお、入所施設・居住系・宿泊等を除いた「在宅のみＡ」

は９件、入所・居住系を除いた「在宅のみＢ」は13件であった。 

a) 平均点数 

取消の場合は平均点数が９点台、効力の一部停止の場合は７点台、全部停止の場合は５点台であっ

た。効力の全部停止の場合の点数よりも、効力の一部事例の場合の点数のほうが高くなる傾向が見ら

れた。 

図表34  ６ケース別平均点数（人格尊重義務違反） 

ケース１ ケース２ ケース３ 

取消 9.00点 9.33点 9.33点 

全部停止 5.00点 5.50点 5.50点 

一部停止 7.06点 7.00点 7.20点 

ケース４ ケース５ ケース６ 

取消 9.00点 9.33点 9.33点 

効力停止 6.74点 6.00点 6.71点 

図表35  分析対象とした事例数（人格尊重義務違反） 

ケース１ ケース２ ケース３ 

取消 8 6 6 

全部停止 3 2 2 

一部停止 16 1 5 

事例の件数 27 9 13 

ケース４ ケース５ ケース６ 

取消 8 6 6 

効力停止 19 3 7 

事例の件数 27 9 13 
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b) 処分区分ごとの点数分布

取消事例のうち「7 点以上」が全件を占めた。これは、すべての事例の場合でも、在宅サービス事

業所に限った場合でも同様の傾向である。一方、効力の一部停止事例において「６点以下」が占める

割合は２～３割となっている。 

【ケース 1 すべての事例、処分３区分】 

 

【ケース 2 在宅のみA（入所施設、居住系、泊りがある短期入所・小規模多機能を除く）、処分３区分】 

 

【ケース 3 在宅のみB（入所施設、居住系は除外。短期入所・小規模多機能は「在宅」に含める）、処分３区分】 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0点 1点 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点

ケース1．すべての事例：処分３区分

取消

全部停止

一部停止 取消 7点以上

100.0%

全部停止 4-6点 4-7点

66.7% 100.0%

一部停止 4点以下 6点以下 8点以下

31.3% 31.3% 56.3%
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0点 1点 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点

ケース２．在宅のみA：処分３区分

取消

全部停止

一部停止 取消 7点以上

100.0%

全部停止 4-6点 4-7点

50.0% 100.0%

一部停止 4点以下 6点以下 8点以下

0.0% 0.0% 100.0%
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0点 1点 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点

ケース３．在宅のみB：処分３区分

取消

全部停止

一部停止 取消 7点以上

100.0%

全部停止 4-6点 4-7点

50.0% 100.0%

一部停止 4点以下 6点以下 8点以下

20.0% 20.0% 60.0%
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【ケース 4 すべての事例、処分２区分】 

【ケース 5 在宅のみA（入所施設、居住系、泊りがある短期入所・小規模多機能を除く）、処分２区分】 

【ケース 6 在宅のみB（入所施設、居住系は除外。短期入所・小規模多機能は「在宅」に含める）、処分２区分】 
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ケース４．すべての事例：処分２区分

取消

効力停止

取消 7点以上

100.0%

効力停止 4点以下 6点以下 8点以下

36.8% 36.8% 63.2%
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ケース５．在宅のみA：処分２区分

取消

効力停止

取消 7点以上

100.0%

効力停止 4点以下 6点以下 8点以下

33.3% 33.3% 100.0%
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ケース６．在宅のみB：処分２区分

取消

効力停止

取消 7点以上

100.0%

効力停止 4点以下 6点以下 8点以下

28.6% 28.6% 71.4%
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c) 点数ごとの処分区分の構成比

人格尊重義務違反については事例の件数が少ないが、12点のケースでも3点のケースでも、一部停

止となったケースがあった。７点の場合には、６件中１件が取消、１件は全部停止、４件は一部停止

といった分散があった。 

【ケース 1 すべての事例、処分３区分】 

【ケース 2 在宅のみA（入所施設、居住系、泊りがある短期入所・小規模多機能を除く）、処分３区分】 

【ケース 3 在宅のみB（入所施設、居住系は除外。短期入所・小規模多機能は「在宅」に含める）、処分３区分】 
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ケース１．すべての事例：処分３区分
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ケース２．在宅のみA：処分３区分
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ケース３．在宅のみB：処分３区分

一部停止

全部停止

取消
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【ケース 4 すべての事例、処分２区分】 

【ケース 5 在宅のみA（入所施設、居住系、泊りがある短期入所・小規模多機能を除く）、処分２区分】 

【ケース 6 在宅のみB（入所施設、居住系は除外。短期入所・小規模多機能は「在宅」に含める）、処分２区分】 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1点 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点

ケース４．すべての事例：処分２区分

効力停止

取消

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1点 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点

ケース５．在宅のみA：処分２区分
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ケース６．在宅のみB：処分２区分

効力停止
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基準値 現状評価

利用者の生命または身体の安全、あるいは心理に重大な危害を及ぼすお

それがある
3 点 3 点

利用者の生命または身体の安全、あるいは心理に危害を及ぼすものの重

大とはいえない
1 点

利用者の生命または身体の安全、あるいは心理に危害を及ぼさない 0 点

利用者の財産に重大な危害を及ぼすおそれがある 3 点

利用者の財産に危害を及ぼすものの重大とはいえない 1 点

利用者の財産を侵害しない 0 点 0 点

Ⅱ 故意性

故意又は重大な過失に基づく行為 3 点

軽過失に基づく行為 -1 点

いずれでもない、判定不能 0 点 0 点

Ⅲ 反復継続性

不正行為の継続が長い 2 点

不正行為の継続が短い 0 点 0 点

複数回行われている 2 点

明らかに単発である 0 点 0 点

Ⅳ 組織体質

役員等が実行又は関与（指示）していた 3 点

役員等が不正行為を認識しながら黙認していた 1 点

役員等が実行又は関与していない 0 点 0 点

Ⅴ 改善可能性

監査時に、虚偽報告、虚偽答弁の事実が認められた 3 点

監査時以外に、虚偽報告や答弁、検査の忌避や隠蔽などがあった 1 点

速やかな報告・改善措置はなかったものの、虚偽報告・答弁や忌避・隠

蔽はない
0 点 0 点

事業所として不正行為の事実を知り得た時点で速やかに報告した -1 点

事業所として不正行為の事実を知り得た時点で速やかに改善措置を取っ

た
-2 点

過去5年間に、同一の不正行為について、命令又は指定の効力停止処分を受

けている
2 点

過去5年間に、不正行為を主導した者が他の事業所で不正行為を主導したこ

とがあり、その事業所が当該不正行為により行政処分等を受けている
1 点

過去5年間に、同一の不正行為について行政指導（勧告含む）を受けている 1 点

過去5年間に、別の不正行為について、命令又は指定の効力停止処分を受け

ている
2 点

最大25点 3点

介護保険法に基づく介護サービス事業者に対する行政処分等の標準的手法に関する調査研究事業

平成２９年度厚生労働省老人保健健康増進等事業　株式会社 日本総合研究所　平成30年3月版　引用

         処分基準例 （改訂案）：人格尊重義務違反

（２） 過去履歴
当するものすべて）

（１）      組織関与
（該当するものいずれか一つ）

（１）      対処姿勢
（該当するものいずれか一つ）

（１）      継続性
（該当するものいずれか一つ）

（２）      反復性
（該当するものいずれか一つ）

（２）      経済的被害
（該当するものいずれか一つ）

（１）      故意性
（該当するものいずれか一つ）

身体・心理的被害

（１）
（該当するものいずれか一つ）

25


